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○ 不在者投票を行うことができる施設の指定（選挙管理委員会） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
六
号 

 
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
特
別
緑
地
保
全
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
七
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
二
百
一
街
区
複
合
店
舗 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
九
丁
目
一
番
地
二
十
九
の
一
部 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
を
踏
ま
え
、
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
に
努
め
る
と
と
も
に
、 
 

 

 
 

 

リ
サ
イ
ク
ル
関
連
法
令
に
従
い
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
廃 

 
 

 

棄
物
に
つ
い
て
は
分
別
を
徹
底
し
、
法
令
を
遵
守
し
て
適
正
に
処
理
・
処
分
す
る
こ
と
。 

⑵ 

店
舗
の
設
置
工
事
の
手
法
に
よ
っ
て
は
、
騒
音
規
制
法
及
び
振
動
規
制
法
に
基
づ
く
特 

 

定
建
設
作
業
実
施
届
出
書
の
提
出
、
ま
た
は
、
越
谷
市
環
境
保
全
条
例
に
基
づ
く
指
定
建 

 

 

設
作
業
実
施
届
出
書
の
提
出
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
事
前
に
環
境
政
策
課
と 

 

の
協
議
を
行
う
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
嵐
山
町
平
沢
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施

す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

嵐
山
町
平
沢
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量 

土
地
区
画
整
理
事
業
（
基
準
点
測
量
、
画
地
出
来
形
確
認
測
量
図
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

嵐
山
町
大
字
菅
谷
、
志
賀
、
平
沢
、
千
手
堂
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
号 

 
川
越
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告  示 

埼玉県公安委員会告示第100号                                                  

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の32の２第１項の規定により認定した者から、

運転免許取得者教育の認定に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第４号）第７条第１項

の規定に基づく変更の届出があったので、同条第２項の規定により公示する。 

  平成28年６月14日 

                      埼玉県公安委員会委員長 阿 部 理 一 郎 

施設の名称 変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

 浦和中央自動車教習所 代表者の氏名 秋本 昌治 秋本 里夫 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
六
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
解
除
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

   

老 

人 

 

ホ
ー
ム 

病 

院 

病 

院 

病

院 

種 

別 

深
谷
市
老
人
ホ
ー
ム
松
寿
園 

埼
玉
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会 

熊
谷
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
協
友
会 

八
潮
中
央
総
合
病
院 

埼
玉
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会 

久
喜
総
合
病
院 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
深
谷
市
大
字
境
百
六
十
八
番
地 

埼
玉
県
熊
谷
市
中
西
四
丁
目
五
番
一
号 

埼
玉
県
八
潮
市
緑
町
一
丁
目
四
十
一
番 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
三 

埼
玉
県
久
喜
市
大
字
上
早
見
四
百
十
八

番
一 

所 
 

在 
 

地 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
七
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

病 

院 

病 

院 

病 

院 

病 

院 

種 
 

別 

社
会
福
祉
法
人
敬
愛
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
み
や
び
の
郷 

 

医
療
法
人
熊
谷
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会 

Ｔ
Ｍ
Ｇ
宗
岡
中
央
病
院 

医
療
法
人
社
団
協
友
会 

八
潮
中
央
総
合
病
院 

一
般
社
団
法
人
巨
樹
の
会 

新
久
喜
総
合
病
院 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
川
口
市
石
神
五
十
八
番

地 埼
玉
県
熊
谷
市
中
西
四
丁
目
五

番
一
号 

埼
玉
県
志
木
市
上
宗
岡
五
丁
目

十
四
番
五
十
号 

埼
玉
県
八
潮
市
南
川
崎
八
百
四

十
五
番
地 

埼
玉
県
久
喜
市
上
早
見
四
百
十

八
番
一 

所 
 

在 
 

地 
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